
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
七
号

美
容
師
法
施
行
令

内
閣
は
、
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

三
号
）
第
三
条
第
四
項
、
第
四
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並

び
に
第
七
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
　
削
除

（
受
験
手
数
料
）

第
二
条
　
美
容
師
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条

の
十
八
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
受
験
手
数
料
の
額

は
、
筆
記
試
験
に
つ
い
て
は
一
万
二
千
五
百
円
と
し
、

実
技
試
験
に
つ
い
て
は
一
万
二
千
五
百
円
と
す
る
。

（
登
録
等
の
手
数
料
）

第
三
条
　
法
第
五
条
の
四
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
手
数

料
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
美
容
師
の
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
五
千
二

百
円

二
　
美
容
師
免
許
証
又
は
美
容
師
免
許
証
明
書
の
記
載

事
項
の
変
更
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
三
千
七
百
五

十
円

三
　
美
容
師
免
許
証
又
は
美
容
師
免
許
証
明
書
の
再
交

付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
四
千
百
五
十
円

（
美
容
所
以
外
の
場
所
で
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

場
合
）

第
四
条
　
美
容
師
が
法
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

美
容
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
業
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
美
容
所
に
来
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
に
対
し
て
美
容
を
行
う
場
合

二
　
婚
礼
そ
の
他
の
儀
式
に
参
列
す
る
者
に
対
し
て
そ

の
儀
式
の
直
前
に
美
容
を
行
う
場
合

三
　
前
二
号
の
ほ
か
、
都
道
府
県
（
地
域
保
健
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を

設
置
す
る
市
」
と
い
う
。
）
又
は
特
別
区
に
あ
つ
て

は
、
市
又
は
特
別
区
）
が
条
例
で
定
め
る
場
合

（
業
務
停
止
に
関
す
る
通
知
）

第
五
条
　
都
道
府
県
知
事
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
の
市

長
又
は
特
別
区
の
区
長
は
、
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
業
務
停
止
の
処
分
を
行
つ
た
と
き
は
、
厚
生
労

働
大
臣
に
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
二
年
九
月

二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
七
月
一
六
日
政
令
第
二

六
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
中
第
三
条
第
三
号
の
改
正
規
定
は
昭
和
三

十
八
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
四
条
の
改
正
規
定
は
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
一
箇
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
四
四
年
六
月
二
一
日
政
令
第
一

七
一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
四
十
四
年
六
月
二
十
三
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
四
七
年
四
月
二
八
日
政
令
第
一

〇
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
に
関
す
る

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
協
定
の
効
力
発

生
の
日
（
昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
三
月
一
六
日
政
令
第
三

一
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
一
月
一
二
日
政
令
第

二
九
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
三
条
　
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
係
る
国
の
関
与
等
の

整
理
、
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
美
容
師
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
美
容

師
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
美
容
師
法
施
行
令
第
二
条
第
五
項
及

び
第
六
項
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
学
科
試
験
が
免
除
さ
れ
る
者
及
び
そ
の
免
除
さ
れ
る

期
間
）

第
五
条
　
地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
係
る
国
の
関
与
等
の

整
理
、
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
二
項

の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
同
法
第
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
美
容
師
法
第
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
昭
和

五
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
昭
和
六
十
一
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
行
わ
れ
た
美
容
師
試
験
の
学
科
試
験
に
合
格

し
た
者
と
し
、
同
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
同
年

四
月
一
日
か
ら
そ
の
者
が
当
該
学
科
試
験
に
合
格
し
た

年
の
翌
々
年
の
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
八
月
一
日
政
令
第
二
二
八

号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
二
月
二
八
日
政
令
第
三

九
四
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
一
日
政
令
第
二
二
三

号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
〇
月
三
一
日
政
令
第
三

二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
美
容
師
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
美
容

師
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
美
容
師
試
験
（
改

正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ
る
美
容
師
試
験
を
含
む
。
）
の
学
科
試

験
又
は
実
地
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
美
容
師
法
施
行
令
第
二
条

第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
十
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大

臣
の
指
定
が
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

美
容
師
養
成
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
前
の
美
容
師
法
施
行
令
第
三
条
か
ら
第
五
条
ま

で
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
厚
生
大
臣
の
指
定
が
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

と
さ
れ
る
養
成
施
設
に
係
る
法
人
税
法
施
行
令
の
適

用
）

第
四
条
　
改
正
法
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚

生
大
臣
の
指
定
が
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
理
容
師
養
成
施
設
及
び
美
容
師
養
成
施
設
に
係
る

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
令
第

五
条
第
一
項
第
三
十
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

同
号
ニ
中
「
理
容
師
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百

三
十
四
号
）
第
三
条
第
三
項
（
理
容
師
試
験
の
受
験
資

格
）
又
は
美
容
師
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

三
号
）
第
四
条
第
三
項
（
美
容
師
試
験
の
受
験
資
格
）

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
施

設
」
と
あ
る
の
は
、
「
理
容
師
法
及
び
美
容
師
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
百
九
号
）
附

則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
の
指
定
が

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
施
設
」
と
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三

九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
一
七
日
政
令
第
六

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
一
一
月
七
日
政
令
第
三

二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰

則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
三
月
一
九
日
政
令
第
四

六
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
六
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
二
五
日
政
令
第
五

五
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
一
日
政
令
第

四
〇
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
美
容
師
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
五
条
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
よ

る
改
正
後
の
美
容
師
法
施
行
令
第
四
条
第
三
号
の
規
定

に
基
づ
く
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
条
例

が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
当
該
保
健
所
を
設

置
す
る
市
又
は
特
別
区
の
属
す
る
都
道
府
県
が
同
号
の

規
定
に
基
づ
き
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
保
健
所

を
設
置
す
る
市
又
は
特
別
区
が
同
号
の
規
定
に
基
づ
き

条
例
で
定
め
る
場
合
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
一
〇
月
一
二
日
政
令
第

二
五
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
〇
月
二
九
日
政
令
第

三
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

二
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
等

の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処

分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
の

際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令

の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
承
認
等
の
申
請
そ
の
他
の

行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と

い
う
。
）
で
、
施
行
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係

る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も

の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
相
当
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み

な
す
。

２
　
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の

そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
都
道
府
県
の

機
関
に
対
し
報
告
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
施
行
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
こ
の
政
令
に

よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り

地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出

そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い

て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ

の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
を

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
九
月
三
〇
日
政
令
第
三

五
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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